
 

 

 

(３)地区指定の流れ 

「景観形成推進地区」は、市が景観形成上、特に重要な地区として指定するほか、土地所有者

等による景観計画の提案や「厚木市住みよいまちづくり条例」に基づいて設立された「地域まち

づくり協議会」から要請があった場合にも指定することができます。 

景観形成推進地区に指定されると、「地域まちづくり計画」の景観に関する事項や提案内容につ

いて、地域独自の景観形成基準を定め、景観計画に基づいて運用することが可能となり、地区の

特徴あるまちづくりを展開していくことができます。 

なお、地域のまちづくりを推進していくため、市民発意によるまちづくりの芽生えを幅広く受

け止め、専門家の派遣や景観まちづくりセミナー等の勉強会等といった技術的支援を積極的に行

います。 
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※○○地区景観計画を定めた場合、「市全域で定める景観づ

くり」の景観形成基準ではなく、○○地区の景観形成基準

を運用することになります。 
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